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是正請求制度の見直しについて 

 

Ⅰ．概要 

(１) 平成 22年４月に施行した是正請求制度（是正請求手続条例）の見直しを行います。 

(２) 抽象的請求を除外し、行政手続条例との重複を整理し、適用除外を追加します。 

(３) 審理・審査手続について、運用実態を踏まえた所要の改正を行います。 

(４) 所要の条例改正は、令和４年３月議会提案を予定しています。 

 

Ⅱ．見直しの目的 

真に有効性が高く、市民に期待される制度としていきます。 

(１) これまでの成果（主なもの） 

ア 漏水に対する水道料金の減免制度における本人負担の上限設定 

漏水時における水道料金については、1/2減免の制度があるが、さらに本人負担額

に上限を設定することとしました。 

(２) 見直しの必要性 

ア 請求者に偏りがあります。 

イ 具体的な利益がないものが多くなっています。 

ウ 案件が重なり、手続の遅れが発生しています。 ※平均 8箇月（最長１年８箇月） 

【参考】概算のコストは、職員人件費や審査会〔第三者機関〕の報酬などで、１件当た

り 50万円以上と試算しています 

 

Ⅲ．見直し内容〔案〕 

１．請求の対象となる行為の限定について 

(１) 行政手続法・条例による（違法行為に対する）処分等の求めが可能な場合につい

ては、請求の対象から除く（§４①ⅲ）。 

(２) 請求の対象となる行為を具体的な利害のあるものに限定する（§５①ⅰ）。 

 

２．適用除外の追加 

(１) 次の３項目を適用除外に追加する（行政手続法・条例と比較して再確認）（§５①）。 

ア 公務員の職務及び身分に関する行為等 

イ 他制度（住民監査請求等、不服申立て、処分等の求め）における行為等 

ウ 聴聞又は弁明の機会の付与における行為 

(２) 引き続き、処分性は問わない（補助金等に関する行為は、適用除外に追加しない）。 

 

３．標準処理期間の見直し 

(１) 標準処理期間を６箇月とする（§７）。 

 

４．事務処理の明確化 

(１) 不備な請求に対する補正の求めを明記（§８④） 

(２) 参加人に対する是正請求書（写し）の送付を明記（§10②） 

(３) 却下は、審査庁のみで決定することを明確化（審理員の指名もしない）（§10の３） 

(４) 是正請求審査会に諮問した旨を審理員に通知することを明記（§24③） 
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５．関係人の主張等の共有 

【審理手続（審理員）】 

(１) 弁明書に添付された聴聞調書等を他の審理関係人に送付することとする（§14④）。 

(２) 審理関係人の主張を他の審理関係人に閲覧等させる際、提出人の意向確認を不要

とする（§19②）。 

【審査手続（審査会）】 

(３) 審査関係人からの主張等の提出は、他の審査関係人に送付することとする（§35

②）。 

(４) 審査会への提出資料等について、閲覧及び写しの交付の規定を削除する（§36）。 

 

６．その他 

(１) 複数人による請求について、代表者の互選を行わないときは、審査庁が代表者を

定めることができることとする（§９②） 

(２) 是正請求審査会の調査対象を審査庁から行為庁に改める（§33①） 

(３) 是正請求審査会における口頭意見陳述は、審査関係人ごとに開催することとする

（§34⇒施行規則§21①） 

 

―以上― 


